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会社概要  

社  名 ニュージャパンコンサルタンツ株式会社 

代 表 者 代表取締役 佐藤栄徳 

所 在 地 
〒141-0031 

東京都品川区西五反田七丁目 9番 2号 KDX 五反田ビル 4階 

電話番号 03-5747-9630（代表） 

FAX 番号 03-5747-9632 

設  立 1964 年（昭和 39 年）1月 28 日 

資 本 金 1,000 万円 

事業内容 
建設事業の調査、測量、計画、設計、施工監理及び既設構造物の振

動・騒音調査 

売 上 高 ４７７百万円（2026 年 3 月） 

従業員数 技術系：３３名 事務：２名 

登録事業 
建設コンサルタント大臣登録建 06第 32号 

・鉄構造及びコンクリート 

有資格者 

技術士：５名 

ＲＣＣＭ：３名 

一級土木施工管理技士：１０名 

技術士補：５名 

測量士：７名 

加盟団体 社団法人 建設コンサルタンツ協会 

 

沿革 

昭和 39 年 1 月 
東京都千代田区西神田 2-5-2 に資本金 500 万円で 

ニュージャパンコンサルタンツ株式会社を設立 

昭和 39 年 8 月 建設コンサルタンツ登録 

昭和 60 年 8 月 資本金 1000 万円に増資 

平成 6年 1 月 東京都千代田区神田神保町 3-12-3 に移転 

平成 19 年 11 月 東京都豊島区南大塚 2-26-15 に移転 

令和 4年 9 月 東京都品川区西五反田七丁目 9番 2号に移転 

令和 6年 1 月 創立 60 周年 

 

環境管理責任者氏名及び連絡先 
環境管理責任者 室屋洋（総務部長） 

連絡先 03-5747-9630 

e-mail h-muroya@nj-consul.co.jp 

 

 

 

  



 

 

3 

代表者挨拶 
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実施体制 

 

役割・責任・権限 

代表者（社長） 

・経営における課題とチャンスの明確化 

・環境経営方針の策定・見直し及び全従業員へ周知 

・環境経営システムの実施及び管理に必要な設備・費用・時間・ 

 人を用意 

・環境管理責任者を任命 

・代表者による全体の評価と見直しを実施 

環境管理責任者 

・環境経営システムを構築・運用する 

（代表者からＥＡ２１の権限を委任） 

・実施体制の構築（組織図及び役割・責任・権限） 

・環境経営目標・環境経営計画書/実績表の作成 

・教育・訓練の実施を指示 

・環境上の緊急事態への準備・対応 

・環境経営レポート作成 

・環境活動の取り組み結果を代表者へ報告 

ＥＡ２１事務局 

総務部 

・ＥＡ２１の推進（環境管理責任者の指示を受けて） 

・環境への負荷及び取組チェック実施 

・環境関連法規等の取りまとめ表作成と遵守評価実施 

・環境関連文書類の管理 

技術本部 

・外部環境情報の窓口 

・環境経営目標及び環境経営計画の実施・確認・評価、達成状況の 

報告 

・環境活動におけるチェックリストの記録・運用管理 

・実施上の問題点の是正・予防処置実施 

全従業員 
・環境経営方針を理解し、環境への取り組みの重要性を自覚 

・ＥＡ２１で決められた各自の役割を実施 

 

ＥＡ２１事務局
総務部

技術本部

環境管理責任者
室屋 洋
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環境経営目標の項目、運用結果 
●中期計画 

項  目 
2022 年度 

(基準年度) 
2023 度 2024 度 2025 年度 2026 度 2027 度 

二酸化炭素排出量削減 

電気使用量(kWh） 

CO2 排出量(kg-CO2) 

37,497 

21,072 

36,747 

△2％ 

36.372 

△3% 

35,997 

△4％ 

35,622 

△5％ 

35,247 

△6％ 

廃棄物排出量削減 

産業廃棄物(kg) 
0 0 0 0 0 0 

紙購入量の削減(枚：A4) 252,000 
244,960 

△1％ 

246,960 

△2％ 

244,440 

△3％ 

241,920 

△4％ 

239,400 

△5％ 

省エネ・省資源技術の 

提案(件) 

数把握後 

目標設定 
3 以上 3 以上 3 以上 3 以上 3 以上 

水使用量の削減 ビル全体管理のため数値目標は設定出来ません。 

・事務所移転後の 2022 年度を新たな基準年度としました。 

●運用結果（2025 年４月～2026 年３月） 

・達成状況評価：○=達成（100％以上）△=努力した（90％以上）×=未達成（90％未満）  

・購入電力の CO2 排出係数は、東京電力の 2024 年排出係数 0.421kg-CO2/kWh を使用 

・一般廃棄物は、オフィスビル一括管理のため把握出来ません。 

・化学物質は使用しておりません 

 

 

項  目 
2022 年度 

（基準年度） 

2025 年度 
評価 

目 標 削減率 実績値 達成率 

二酸化炭素排出量削減 

電気使用量(kWh） 

CO2 排出量(kg-CO2) 

37,497 

15,786 

35,997 

15,154 
△4% 

32,636 

13,739 
110％ 〇 

廃棄物排出量削減 

産業廃棄物(kg) 
0 0 － 0 － 〇 

紙購入量の削減(枚：A4 換算) 252,000 244,440 △3% 214,000 114% ○ 

省エネ･省資源技術の提案(件) 0 3 以上 － 4 － ○ 

水使用量の削減 ビル全体管理のため数値目標は設定出来ません。 
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環境経営計画の取組内容と評価、今年度の取組内容 
 

1. 電力使用量の削減       
・空調温度（実測：夏 26～28℃・冬 20～23℃） ・クールビズ・ウォームビズ 

・「室温・照明チェックリスト」の活用     ・電力使用量の開示 

2025 年度は「室温・照明チェックリスト」を活用した事務所内の温度管理や照明の消し忘れ防止、電

力使用量の社内開示などの取り組みにより、電力使用量は目標を１０％上回る結果となった。今年度

も事務所内の適切な温度管理や節電の呼びかけなどを継続することで年度目標を達成する。 

2. 産業廃棄物の削減 
・分別の徹底               ・廃紙の資源化 

2025 年度は産業廃棄物の排出は無かった。今年度もゴミの分別や紙の再資源化の徹底を図り産業廃棄

物の排出を削減する。 

3. 紙購入量の削減 
・ミスプリントの防止           ・裏紙の利用 

・会議資料のモニター投影         ・コピー用紙購入量の開示 

2025 年度はミスプリントの防止に注力して取り組み、削減目標を１４％上回る削減となった。今年度

もミスプリントの防止や裏紙の利用促進に取り組み、年度目標を達成する。 

4. 省エネ・省資源技術の提案 
・HEP&JES 工法の提案（低コスト、工期短縮） 

・プレキャスト工法の提案（型枠再利用による廃棄物削減、騒音・振動の軽減） 

2025 年度は HEP&JES 工法やコンパス工法の採用による工期短縮や騒音抑制を目的とした技術提案を含

む４件が採用された。今年度も引き続き、省エネ・省資源技術の提案を積極的に推進する。 

5. 水使用量の削減 
・節水を呼びかける表示板の設置      ・節水の呼びかけ 

ビル全体管理のため使用量は計測出来ないものの、節水を呼びかける表示板の設置や継続的に節水の

呼び掛けを行う。 

6. 地域環境保全活動の実施 
2024 年度に品川区の環境保全活動団体への登録を行い、2025 年度は、近隣の地域清掃活動を２回行っ

た。今年度も清掃活動を中心とした環境保全活動を実施する。 

 

  

   

【エアコンの温度設定】 【地域清掃活動（西五反田地区）】 
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環境関連法規などの遵守状況の確認及び評価の結果、並びに違反、訴訟などの有無 
 

環境関連法規等一覧表/遵守評価表 

分類 法令・条例 条 項 規制内容 対象 

当社の対応 

許可・届出 

・報告 

評

価 

結

果 

評

価

者 

廃
棄
物 

廃棄物の処

理及び清掃

に関する法

律（廃棄物

処理法） 

（S45 年 12

月 25 日制

定） 

第 3 条 
・事業者の責務 

（自らの責任で処理） 

廃プラ 

金属くず 

木くず 

・マニフェ 

スト伝票保 

管 

(実績なし) 

 

・産業廃棄

物管理票交

付等状況報

告書 

(実績なし) 

問

題

な

し 

室

屋 

第 11 条 ・産業廃棄物（自ら処理） 

第 12 条 2 
・保管基準（周囲に囲い、 

流出防止、掲示板) 

第 12 条 5 
・委託契約（２者契約、 

許可証写、最終処分） 

第 12 条の 3 
・産業廃棄物管理票交付、 

未回収時報告 

第 12 条の三 6 
・書類（契約書、マニフェ

スト）の保管は５年間 

第 12 条の三 6 
・産業廃棄物管理票交付等 

状況報告書の提出 

品川区廃棄

物の処理お

よび再利用

に関する条

例 

（H11 年 12

月 10 日制

定） 

第 2 章第 2 節 
・事業者が行う廃棄物の 

減量 

可燃・ 

不燃ごみ等 

ビル全体で

管理、分別 

問

題

な

し 

室

屋 
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分類 法令・条例 条 項 規制内容 対象 

当社の対応 

許可・届出 

・報告 

評

価 

結

果 

評

価

者 

リ

サ

イ

ク

ル 

特定家庭用

機器再商品

化法 

（H10 年 6

月 5 日制

定） 

第 6 条 

第 11 条 

・事業者及び消費者の責務 

・料金の請求（支払い） 

冷蔵庫:2 台 

テレビ:1 台

（R8.4.1 現

在） 

耐用年数が

経過した購

入 PC13 台

をﾘｻｲｸﾙ業

者へ排出 

(R8.2.6) 

問

題

な

し 

柴

田 

資源の有効

な利用の促

進に関する

法律 

（H3 年 4 月

26 日制定） 

第 5 条 
・消費者の責務（使用済 PC

の回収に協力） 

パソコン 

47 台 

購入:14 台 

ﾘｰｽ：33 台 

（R8.4.1 現

在） 

防

災 

消防法 

（S22 年 12

月 23 日制

定） 

第 8 条 
・防火管理者の選任 

（収容人員 50 人以上） 
 選任済み 

問

題

な

し 

室

屋 

第 17 条 
・消防設備等の設置、維持

（300 ㎡以上） 

ビルオーナ

ー管理 

消防訓練に

参加 

年２回 

(R7.6.30) 

(R7.12.2) 

問

題

な

し 

室

屋 

環境関連法規への違反はありません。なお、関係当局より違反等の指摘はありません。 
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代表者による全体の評価と見直し・指示 
 

実施日 2026 年 5月 18 日 実施場所 会議室 

参加者 
佐藤社長、室屋 洋（環境管理責任者）、

事務局、竹中敏雄（技術本部） 

記録作成日 2026 年 5月 18 日 

作成者 事務局 

 

Ａ：前回の指示への取組結果 
前回の指示事項 取組結果 

 なし  なし 

 

Ｂ：今回の評価結果 

見直しに必要な情報 

（環境管理責任者の報告事項） 

代表者の評価結果 

（有効に機能しているか、適切に実施されているか） 

１．環境経営目標の達成状況 

電気使用量の削減：目標値の 110％を達成した。 

産業廃棄物の削減：排出の実績なし。 

紙購入量の削減：目標値の 114％を達成した。 

省エネ・省資源技術の提案：４件が採用された。 

水使用量の削減：節水を呼びかける表示板の設置, 

節水の呼びかけ 

２．環境経営計画の実施及び運用結果 

 

電気使用量の削減：ﾁｪｯｸﾘｽﾄの活用,電力使用量の開示 

産業廃棄物の削減：分別の徹底,廃紙の再資源化 

紙購入量の削減：ﾐｽﾌﾟﾘﾝﾄの防止,裏紙使用の徹底 

省エネ･省資源技術の提案：環境負荷低減工法の採用を 

             推奨する。 

水使用量の削減：節水を呼びかける表示板の設置, 

節水の呼びかけ 

３．環境関連法規等の遵守状況 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律：問題なし 

品川区廃棄物の処理および再利用に関する条例：問題なし 

４．外部からの環境に関する苦情・要望 なし 

５．その他 地域環境保全活動の実施：地域清掃活動を２回実施 

 

Ｃ：（環境管理責任者への）指示内容 

指示項目 
変更する

必要性判断 
代表者の指示内容 

１．環境方針 
 

有・無 
なし 

２．環境目標 
 

有・無 
なし 

３．環境活動計画 
 

有・無 
なし 

４．実施体制 
 

有・無 
なし 

５．その他 
 エコアクション２１アドバンストへ移行することによる 

メリットや手続きなどについて検討を行うこと。 

 


